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≪地方独立行政法人新小山市民病院看護師等修学資金≫  

申請の際の注意事項 

 

新小山市民病院では、当病院の医療の充実を図ることを目的として、看

護師等を養成する施設に在学し、卒業後、新小山市民病院において看護業

務に従事しようとする方に対して、修学資金を貸与します。  

この修学資金は、「地方独立行政法人新小山市民病院看護師等修学資金

貸与規程」に基づき、貸与するものです。  

審査の結果、貸与できない場合もありますのでご注意ください。  

貸与を希望される方は、この「申請の際の注意事項」を熟読のうえ、卒

業後の進路や返還の負担を考慮したうえで、申請するかどうかを決めてく

ださい。  

 

１ 用語の定義  

(1) 看護師等とは  

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第３条及び第

５条に規定する助産師及び看護師をいいます。  

(2) 養成施設とは  

保健師助産師看護師法第２０条及び第２１条の規定に基づき、文部科

学大臣が指定した学校並びに厚生労働大臣が指定した助産師養成所及

び看護師養成所等をいいます。  

(3) 看護業務とは  

看護師等の行う業務をいいます。  

(4) 修学資金とは  

この規程による貸与資金をいいます。  

(5) 修学生 

    養 成 施 設 に 在 学 す る 者 で 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け て い る 者

を い い ま す 。  

 

２ 連帯保証人について  

修学資金の貸与に当たり、連帯保証人が２人必要となります。連帯保

証人になっていただく方に必ず承諾をとってください。  

連帯保証人は、独立して生計を営む満２０歳以上の方で、３親等以内

の親族としていただきます。  

「修学資金貸与申請書」には、連帯保証人の実印での押印、印鑑登録

証明書を添付していただきます。  
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３ 修学資金の貸与について  

申請書類等を審査の上、貸与の可否を決定し、その結果については、

申請した方に通知します。  

修学資金は、貸与を決定した月から当該月分を、原則毎月修学資金の

貸与を受ける方(以下「修学生」という。 )名義の預金口座に振り込みま

す。 

 

４ 学業成績証明書の提出について  

修学生は、毎年４月３０日までに前学年度末の学業成績証明書を理事

長に提出していただきます。  

 

５ 借用証書等の提出について  

修学生は、修学資金の最後の貸与を受けた日から１４日以内に、貸与

を受けた修学資金の全額について、連帯保証人が連署した修学資金借用

証書（様式第８号）及び修学資金返還明細書（様式第９号）を新小山市

民病院へ提出していただきます。  

 

６ 修学資金の返還・猶予・免除について  

(1) 修学資金の返還  

修学生は、養成施設を卒業したとき、「返還猶予」、「返還免除」

に該当する場合を除いて全額返還していただきます。返還期間は、養

成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して貸与期間に相当

する期間とします。 

(2) 返還の猶予（様式第６号） 

修学資金の貸与を受けた方が、次の①又は②のいずれかに該当する

場合は、返還を猶予します。  

①   看 護 師 等 と し て 新 小 山 市 民 病 院 に 勤 務 し て い る と き 。  

②   進学、被災その他の特別の理由があると理事長が認めたとき。  

（進学とは、看護師免許取得後助産師免許取得のため進学する場合

をいいます。）  

(3) 返還の免除（様式第７号） 

修学資金の貸与を受けた方が、次の①から③までのいずれかに該当

するとき、当該各号に掲げる金額の修学資金の返還を免除します。  

①    新小山市民病院において看護業務に従事した期間が別表に定める    

期間に達したときは全額  

②    新小山市民病院において看護業務に従事している期間中に業務上

の災害により死亡し、又は疾病にかかり業務を継続することができ

なくなったときは全額  

③    新小山市 民 病 院 に 勤 務 し た 期 間 が 、別 表 に 定 め る 期 間 に 満

た な い で 退 職 し た と き は 、 修 学 資 金 の 全 額 を 別 表 に 定 め る
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期 間 の １ .５ 倍 の 数 で 除 し て 得 た 額 に 勤 務 期 間 を 乗 じ て 得

た 額 に 相 当 す る 金 額  

④   その他特別の理由があると理事長が認めたときは理事長が認める

額 

 

７ 各種届出の義務について  

修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに届け出をし

てください。  

(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があった

とき。  

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。  

(3) 休学、復学、転学、又は退学したとき。  

(4) 停学又は退学の処分を受けたとき。 

 

８ 貸与の取消し又は停止  

修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決

定を取り消し、又は貸与を停止する場合があります。  

(1) 修学生を辞退する旨の申し出があったとき。  

(2) 心身の故障のため養成施設を卒業する見込みがないと認められる

とき。  

(3) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。  

(4) 養成施設を退学したとき、又は停学させられたとき。  

(5) 偽りその他不正な方法により修学資金の貸与を受けたことが明らか

となったとき。  

(6) その他修学資金を貸与することが適当でないと認められるとき。  

 

９ 修学資金の一括返還について  

前項に該当したときは、貸与を受けた修学資金の全額を指定した期日

までに一括して返還していただく場合もありますのでご注意ください。  

また、月割・一括返還を問わず、正当な理由なく修学資金の返還を遅

延したときは、その金額に年１４．６パーセントの割合で計算した延滞

金もあわせて納付いただくことになります。  

 

１０ その他必要な事項等については、「地方独立行政法人新小山市民病

院看護師等修学資金貸与規程」によりますので、必ずご熟読ください。  

 

※ 口座振込の場合は修学金受領書（様式第５号）の必要はありません。  

 

 


